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作成の手順

注意事項

①通学路を点検し、危険箇所等を確認
②改善策を検討した結果、要望書を提出することが必

要と判断した場合、手引きを参考に、要望書を作成
③P16のチェックリストを使って、記入漏れがないか

を確認
※不備が多い場合、再提出いただく場合があります。

④学校へ提出

●昨年度と同じ場所かつ同じ要望は受付できません。

●通学路改善要望として受付できるのは、通学路に関する要
望のみです。私有地に関する要望（私有地の木の剪定や所
有物の撤去等）は受付できません。

●学区外（指定学校変更・区域外就学）の児童生徒の要望
は受付できません。
※保護者が責任をもって送迎することとなっています。

作成にあたり、ご不明な点がありましたら、
就学支援課（046-235-4918）へお気軽にご連絡ください。

海老名市
イメージキャラクター

「えび～にゃ」
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２ 要望書の作成方法

①
②

④

③

⑤
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★要望書は要望する場所ごとに作成してください。
★P14に受付可能な要望例、P15に受付不可能な要望例を記載しています。

作成前に、各要望の注意事項をよく読んでから、作成してくだ

さい。
なお、受付不可能な要望例については、記載いただいても対応できませんの
で、書かないでください。

①要望書のすべてに通し番号をつける。
②住所（○丁目○番○号）と、目標物等（あれば）を記載
③道路の名称を記載（市道○○号線、県道○○号等）

※名称は海老名市の道路網図で確認してください。（以下参照）
④該当するものにチェック

※電柱幕の新規設置を要望する場合、設置を希望する電柱が、私有地に入っ
ているかいないかを確認し、入っていれば、土地所有者の承諾を得てから
要望してください。

（②の設問に対し、必ず「はい」に○をすること）※青★マーク部分
⑤具体的な要望内容を記入

作成のポイント

●道路網図の出し方
海老名市HP⇒海老名市道路網図を検索⇒赤枠の添付資料をクリック
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⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑥
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（P5「作成のポイント」の番号に続く）

⑥①と同じ要望番号を記入
⑦白黒の地図をつける（手書きも可）

※使用できる地図データは、「わが街海老名ガイド」のみです。
地図の作成方法はP9～を参照してください。

※場所の詳細（道路の位置や目標物等）がわかる地図をつけてください。
※地図データを使う場合は、地図の左下のロゴを必ず残してください。
※「北の方角が上」になるように貼り付けてください。
※地図を折り畳んで貼るのは不可です。

⑧通学路を緑色で塗る。
⑨赤色でどこにつけたいのか等を書き込む。
⑩写真（カラー）をつける。

※使用できるのは、要望者が撮影した写真のみです。
※状況がはっきりわかるよう、鮮明なものをつけてください。
※電柱幕の設置要望の場合、設置希望の面が正面にくる写真をつけてください。

⑪具体的な要望内容を書き込む。

●用紙におさまりきらない場合は、A4コピー用紙（縦）を使用してかまいません。
その際も、①⑥と同じ要望番号をつけてください。（両面貼付けは不可）

作成のポイント
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白線・カラー塗装・グリーンベルト・歩行者柵等、
要望場所が広範囲になる場合

●地図上に赤色で、対象箇所を示す。
●どちら側の歩道に設置したいかを

記入（南側等）

●対象箇所の始まりと終わりの写真を貼り付ける。
（上記写真は参考として始まりのみ）

※左の地図上の、青枠部分の写真が必要です。
●設置したい部分を上記のようにわかりやすく示す。



作成者の皆さまへ（お願い）

要望書は、 作成してください。
要望の内容に不備がある場合、何度も確認や追加資料をお願い
することになります。

特に追加確認が多い要望は、

・電柱幕を設置してほしい。
⇒どの向きにつけてほしいのか書かれていない
⇒私有地だが電柱幕の設置許可をとっていない

・道路標示の塗装をしてほしい。
⇒具体的な場所が示されていない

・グリーンベルトを設置してほしい。
⇒どこからどこまで設置してほしいのかわからない
⇒具体的な場所が示されていない

・設置できそうな場所に道路標示や停止線、電柱幕等を
つけてほしい。
⇒場所の指定がされていない場合、要望者が意図した

場所と異なる箇所に設置される可能性があります。
その結果、期待した効果が得られない可能性があり
ますので、必ず設置場所を決めてから、要望いただ
くようお願いいたします。

再度の確認がないよう、丁寧な要望書作成にご協力ください。
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「誰が見てもわかるように」



地図の作成方法

①検索サイトで「海老名市公式ウェブサイト」を検索
②赤枠の市政・ビジネスをクリック

③わが街海老名ガイド（地図情報サービス）をクリック
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④赤枠の外部リンクをクリック

⑤赤枠の施設情報をクリック
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⑥赤枠の検索バーに表示したい場所を入力し、検索
※地図を押して場所を表示することも可能です。
（この場合、⑦の作業は不要）

⑦赤枠をクリック
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⑧地図が表示されたら印刷ボタンをクリック
※青枠の表示切替は、見やすいように適宜使用してください。

⑨印刷したい場所に画面表示を合わせ、赤枠の「印刷する」を
クリック
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このような形で出力されます。
あとは必要な部分を切って要望書に貼り付けてください。

●赤枠のロゴは残すようにしてください。
●地図をトリミングした際に、目標物等が表示されず、

わかりづらい場合は、地図に番地等を書き込むなどし
てください。

13

ポイント

青枠の部分に、要望箇所がくる
ように印刷すると、ロゴも入り
加工しやすいです！



３ 要望例一覧
記載しているのは一例です。
下記以外で要望を提出する
場合は、内容・場所等を明
記してください。受付可能な要望例
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左図のような
規制です。



受付不可能な要望例

道路管理者について

【電柱幕デザイン】
電柱幕は５種類です。
この中のどれを設置希望なのか、
要望書にご記入ください。
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※上記以外にも、状況に応じて対応不可能な要望もございますので、ご了承ください。



４ チェックリスト

要望書を作成後は、不備がないよう、
以下について、必ず確認をお願いします。

（R8.4.1作成）
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